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第１章　海難等の動向
１　近年の海難等の状況

我が国の周辺海域において，交通安全基本計画
の対象となる船舶事故隻数の推移をみると，第
９次交通安全基本計画期間（平成 23 ～ 27 年度）
の年平均では 2,256 隻であったものが，令和４年
では 1,875 隻となっており，約２割減少した（第
2-1 図）。船舶種類別では，プレジャーボート，漁
船，貨物船の順で事故隻数が多く，小型船舶（プ
レジャーボート，漁船及び遊漁船※）の事故隻数
は，全体の約８割を占めている（第 2-2 図）。

このような船舶事故の状況において，船舶自動
識別装置（AIS）※を活用した次世代型航行支援

システムの運用を始め，海難防止思想の普及，民
間団体の海難防止活動の展開，気象・海象情報の
提供の充実等の各種安全対策を計画的に推進して
おり，一定の成果が認められるが近年の国民の余
暇志向の高まりに伴い，マリンレジャーが急速か
つ広範に国民に普及し，運航のための初歩的な知
識・技能の不足した運航者が増加しており，引き
続き安全対策を推進する必要がある。

船舶事故による死者・行方不明者の数は，第９
次交通安全基本計画期間の年平均で 91 人であっ
たものが，令和４年では 71 人となっており，２
割以上の減少となった（第 2-1 図）。

注　１　海上保安庁資料による。
　　２　死者・行方不明者には，病気等によって操船が不可能になったことにより，船舶が漂流するなどの海難が発生した場合の死亡した操船者を含む。

第 2-1 図 船舶事故隻数及びそれに伴う死者・行方不明者数の推移
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※遊漁船
　　｢遊漁船業の適正化に関する法律」（昭 63 法 99）第２条第２項に規定する「遊漁船」をいう。
※船舶自動識別装置（AIS：Automatic Identification System）
　 　AIS は，船名，大きさ，針路，速力などの航海に関する情報を自動的に送受信する装置で，総トン数 300 トン未満の旅客船及び総

トン数 300 トン以上の船舶であって国際航海に従事するもの並びに総トン数 500 トン以上の船舶であって国際航海に従事しないもの
への搭載が義務付けられている。
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また，交通安全基本計画の対象となる船舶から
の海中転落者数の推移をみると，第９次交通安全
基本計画期間の年平均人数では 174 人であったも
のが，令和４年では 124 人となっており，約３割
の減少となった。これに伴う死者・行方不明者の
数は，第９次交通安全基本計画期間の年平均で
106 人であったものが，令和４年では 74 人となっ
ており，３割以上の減少となった（第 2-3 図）。

第 11 次交通安全基本計画では，海難における
死者・行方不明者を減少させるために，救助率※

を 95％以上とする目標が定められており，海上
保安庁において，救助・救急体制の充実強化，民
間救助組織等との連携・協力に努めた結果，令和
４年の救助率は 95.7％であった。

２　令和４年中の海難等及び海難救助の状況
⑴海難等の状況

ア　船舶事故等の状況
令和４年の船舶事故は，1,875 隻，約 93 万総ト

ンであり，次のような特徴が見られる。

（ア）　船舶種類別状況
船舶種類別では，プレジャーボートが最も多く，

次いで漁船，貨物船，遊漁船，タンカー，旅客船
の順となっており，小型船舶の事故隻数が全体の
約８割を占めている（第 2-2 図）。
（イ）　事故種類別状況
事故種類別では，衝突が最も多く，次いで運航

不能（機関故障），乗揚の順となっている（第 2-4
図）。
（ウ）　距岸別状況
距岸別では，港内が最も多く，次いで港内を除

く３海里未満，３海里以上 12 海里未満，12 海里
以上の順となっており，12 海里未満で発生した
事故が大半を占めた（第 2-4 図）。
（エ）　事故原因別状況
事故原因別では，見張り不十分，操船不適切，

船体機器整備不良等運航の過誤によるものが全体
の約６割を占め，これに機関取扱不良等を加えた
人為的要因に起因するものが全体の７割以上を占
めている（第 2-4 図）。

第 2-2 図 船舶種類別の船舶事故隻数の推移

注　１　海上保安庁資料による。
　　２　（　　　）内は構成率である。
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第 2-3 図 船舶からの海中転落者数及び死者・行方不明者数の推移

注　海上保安庁資料による。
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第 2-4 図 船舶事故等の状況　内訳

注　海上保安庁資料による。
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（オ）　海中転落事故の状況
船舶からの海中転落者数を，船舶の用途別にみ

ると，漁船が最も多く，次いでプレジャーボート，
小型船舶以外の船舶，遊漁船の順となっている（第
2-4 図）。

イ　死者・行方不明者の発生状況
令和４年における，船舶事故による死者・行

方不明者数は第 2-1 図のとおりであり，このうち
36.6％が旅客船，33.8％が漁船によるものである。

また，船舶からの海中転落による死者・行方
不明者数は，第 2-3 図のとおりであり，このうち
58.1％が漁船，16.2％がプレジャーボートによる
ものである。

ウ　ふくそう海域における大規模海難の発生状況
令和４年における，ふくそう海域における大規

模海難の発生数はゼロであった。

⑵海難救助の状況
ア　海難船舶の救助状況
令和４年の海難船舶の救助状況は，第 2-5 図の

とおりである。海上保安庁は，巡視船艇延べ 1,142
隻，航空機延べ 137 機を出動させ，海難船舶 468
隻を救助した。

イ　人命の救助状況
令和４年は，海難船舶の乗船者 8,162 人の中で

自力救助の 5,094 人を除いた 3,068 人のうち 3,003
人が救助され，自力救助を除く海難船舶の乗船者
に対する救助された人数の割合は 97.9％であった。

海上保安庁は，巡視船艇延べ 2,613 隻，航空機
延べ 483 機を出動させ，海難船舶の乗船者 1,080
人を救助した。

第 2-5 図 海難船舶の救助状況の推移

注　海上保安庁資料による。
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３　�令和４年中の小型船舶の事故等及び海難救助
の状況

⑴海難等の状況
令和４年の小型船舶の事故隻数は 1,475 隻であ

り，前年より 52 隻減少した。これに伴う死者・
行方不明者数は 30 人であり，前年より 16 人減少
した。

この 1,475 隻についてみると，次のような特徴
がみられる。

ア　船型別状況
船型別では，プレジャーボートが最も多く，次

いで漁船，遊漁船の順となっている。このうち，
プレジャーボートの事故隻数の内訳は，モーター
ボートが最も多く，次いで手漕ぎボート，水上オー
トバイ，ヨットの順となっており，モーターボー
トのうち，ミニボートの事故が約２割を占めてい
る（第 2-6 図，第 2-7 図）。

第 2-6 図 小型船舶の船型別事故隻数の状況及びプレジャーボートの事故隻数内訳（令和４年）

注　海上保安庁資料による。
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第 2-7 図 プレジャーボートの船型別船舶事故隻数の推移

注　１　海上保安庁資料による。
　　２　船型「その他」を除く。
　　３　（　　　）内は構成率である。
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イ　事故種類別状況
事故種類別の事故発生状況は，第 2-8 図のとお

りである。

漁船と遊漁船が衝突した海難の発生状況

事故原因別では見張り不十分，機関取扱不良，
船体機器整備不良，操船不適切，気象・海象不注
意等の人為的要因に起因するものが全体の７割以
上を占めている（第 2-9 図）。

⑵海難救助の状況
ア　海難船舶の救助状況
令和４年は，プレジャーボート等の海難船舶

1,029 隻の中で自力入港した 206 隻を除いた 823
隻のうち 724 隻が救助され，自力入港を除くプレ
ジャーボート等の海難船舶隻数に対する救助され
た隻数の割合は 88.0％であった。海上保安庁は，
巡視船艇延べ951隻，航空機延べ82機を出動させ，
プレジャーボート等海難船舶 385 隻を救助した。

イ　人命の救助状況
令和４年は，プレジャーボート等の海難船舶の

乗船者 2,479 人の中で自力救助の 745 人を除いた
1,734 人のうち 1,724 人が救助され，自力救助を
除くプレジャーボート等の海難船舶の乗船者に対
する救助された人数の割合は 99.4% であった。

海上保安庁は，巡視船艇延べ 951 隻，航空機延
べ 82 機を出動させ，プレジャーボート等の海難
船舶の乗船者 791 人を救助した。

第 2-8 図 小型船舶の船型別・船舶事故種類別発生状況（令和４年）

注　１　海上保安庁資料による。
　　２　数字は船舶事故種類別の隻数
　　３　（　　　）内は構成率である。
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第 2-9 図 小型船舶の船型別・事故原因別船舶事故発生状況（令和４年）

注　１　海上保安庁資料による。
　　２　数字は事故原因別の隻数
　　３　（　　　）内は構成率である。
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